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(57)【要約】
【課題】人の温冷感をより高精度に推定することができ
る空気調和機を提供する。
【解決手段】対象空間内の人の温冷感に基づいて対象空
間の空調制御を行う空気調和機であって、対象空間内の
温度分布を示す熱画像を取得する熱画像取得部１１と、
熱画像取得部１１から得られた熱画像および当該空気調
和機に設定されたパラメータであって当該空気調和機か
ら出射する風の風向、風速および風温の内少なくともひ
とつを規定するパラメータに基づいて、人の温冷感を推
定する演算部１３と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象空間内の人の温冷感に基づいて前記対象空間の空調制御を行う空気調和機であって
、
　前記対象空間内の温度分布を示す熱画像を取得する熱画像取得部と、
　前記熱画像取得部から得られた熱画像および前記空気調和機に設定されたパラメータで
あって前記空気調和機から出射する風の風向、風速および風温の内少なくともひとつを規
定するパラメータに基づいて、前記人の温冷感を推定する温冷感推定部と、を備える、
　空気調和機。
【請求項２】
　前記空気調和機は、さらに、対象空間内の風速を推定する風速推定部を備え、
　前記風速推定部は、前記空気調和機に設定された送風パラメータであって前記空調制御
を行うために前記対象空間に送風する前記空気調和機の吹出口の風速を規定する送風パラ
メータに基づき、前記対象空間内の風速を推定し、
　前記温冷感推定部は、前記熱画像および前記風速推定部により推定された風速に基づい
て、前記人の温冷感を推定する、
　請求項１に記載の空気調和機。
【請求項３】
　前記空気調和機は、さらに、
　前記熱画像および前記風速推定部により推定された風速に基づいて、前記人の人体放熱
量を推定する放熱量推定部を備え、
　前記温冷感推定部は、前記放熱量推定部により推定された前記人の人体放熱量に基づい
て前記人の温冷感を推定する、
　請求項２に記載の空気調和機。
【請求項４】
　前記空気調和機は、さらに、
　前記熱画像を用いて、前記人の表面温度を算出する温度算出部と、
　前記風速推定部により推定された風速に基づいて対流熱伝達率を算出する対流熱伝達率
算出部とを備え、
　前記放熱量推定部は、前記対流熱伝達率算出部により算出された対流熱伝達率と、前記
対象空間内の前記人以外の領域の温度である周囲温度と、前記温度算出部により算出され
た前記人の表面温度とを用いて前記人の人体放熱量を推定する、
　請求項３に記載の空気調和機。
【請求項５】
　前記空気調和機は、さらに、前記熱画像取得部が取得した前記熱画像と、前記熱画像取
得部の前記対象空間内の位置とに基づいて、前記空気調和機を基準とした前記人の位置を
推定する人位置推定部を備え、
　前記風速推定部は、前記人位置推定部により推定された前記人の位置と前記送風パラメ
ータとに基づき、前記対象空間内の前記人の周囲の風速を推定し、
　前記対流熱伝達率算出部は、前記風速推定部により推定された前記人の周囲の風速に基
づいて前記対流熱伝達率を算出する、
　請求項４に記載の空気調和機。
【請求項６】
　前記空気調和機は、さらに、
　前記熱画像と、前記熱画像取得部の前記対象空間内の位置とに基づいて、前記空気調和
機を基準とした前記人の位置を推定する人位置推定部と、
　前記人位置推定部により推定された前記人の位置と、前記空気調和機の吹出口の送風温
度とに基づいて、前記対象空間内の前記人の周囲の風温を推定する風温推定部とを備え、
　前記放熱量推定部は、前記周囲温度として、前記風温推定部により推定された前記人の
周囲の風温を用いて前記人の人体放熱量を推定する、
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　請求項４に記載の空気調和機。
【請求項７】
　前記風温推定部は、前記人位置推定部により推定された前記人の位置と、前記空気調和
機に設定された送風温度パラメータであって前記空調制御を行うために前記対象空間に送
風する前記空気調和機の吹出口の送風温度を規定する送風温度パラメータとに基づき、前
記人の周囲の風温を推定する、
　請求項６に記載の空気調和機。
【請求項８】
　前記人位置推定部は、前記熱画像取得部が取得した前記熱画像における前記人の足の位
置と、前記熱画像取得部の前記対象空間内の床からの高さと、前記熱画像取得部の有効視
野角とを用いて、前記人の位置を推定する、
　請求項５～７のいずれか１項に記載の空気調和機。
【請求項９】
　前記空気調和機は、さらに、
　前記熱画像を用いて、前記人の表面温度を算出する温度算出部を備え、
　前記温度算出部は、前記吹出口の風速が変動される場合、前記吹出口の風速の変動前の
熱画像と前記吹出口の風速の変動後の熱画像とを用いて、前記変動前の前記人の表面温度
と前記変動後の前記人の表面温度を算出し、
　前記風速推定部は、前記変動前の前記人の表面温度と前記変動後の前記人の表面温度と
に基づいて、前記対象空間内の前記人の周囲の風速を推定する、
　請求項２～４のいずれか１項に記載の空気調和機。
【請求項１０】
　前記吹出口の所定の風速をゼロに規定し、その後前記所定の風速に規定するように
前記送風パラメータを設定することで、前記吹出口の風速を変動させる、
　請求項９に記載の空気調和機。
【請求項１１】
　前記温度算出部は、前記熱画像を用いて、前記人の表面温度と前記周囲温度とを算出す
る、
　請求項４～１０のいずれか１項に記載の空気調和機。
【請求項１２】
　前記空気調和機は、さらに、前記人が受ける熱量である受熱量を算出する受熱量算出部
を備え、
　前記放熱量推定部は、前記対流熱伝達率算出部により算出された対流熱伝達率と、前記
対象空間内の前記人以外の領域の温度である周囲温度と、前記温度算出部により算出され
た前記人の表面温度と、前記受熱量算出部により算出された受熱量とを用いて前記人の人
体放熱量を推定する、
　請求項４～１１のいずれか１項に記載の空気調和機。
【請求項１３】
　前記受熱量算出部は、
　前記人に対する日射光量を推定する日射光量推定部と、
　前記人に日射される部分の面積を算出する日射面積算出部と、
　前記日射光量推定部で推定された日射光量と前記日射面積算出部で算出された面積と、
前記人の着衣吸収率とを用いて前記受熱量を算出する受熱量計算部とを備える、
　請求項１２に記載の空気調和機。
【請求項１４】
　前記温度算出部は、前記人の表面温度として、前記人の顔面もしくは顔面内部の温度を
算出する、
　請求項４～１３のいずれか１項に記載の空気調和機。
【請求項１５】
　前記温度算出部は、前記人の表面温度として、前記人の大腿部の温度を算出する、
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　請求項４～１３のいずれか１項に記載の空気調和機。
【請求項１６】
　前記温度算出部は、前記人の表面温度として、前記熱画像の前記人と認識された領域の
平均温度を算出する、
　請求項４～１３のいずれか１項に記載の空気調和機。
【請求項１７】
　対象空間内の人の温冷感に基づいて前記対象空間の空調制御を行う空気調和機の温冷感
推定方法であって、
　前記対象空間内の温度分布を示す熱画像を取得する熱画像取得ステップと、
　前記熱画像取得ステップにおいて得られた熱画像および前記空気調和機に設定されたパ
ラメータであって前記空気調和機から出射する風の風向、風速および風温の内少なくとも
ひとつを規定するパラメータに基づいて、前記人の温冷感を推定する温冷感推定ステップ
と、を含む、
　温冷感推定方法。
【請求項１８】
　対象空間内の人の温冷感に基づいて前記対象空間の空調制御を行う空気調和機に搭載さ
れるセンサシステムであって、
　前記対象空間内の温度分布を示す熱画像を取得する熱画像取得部と、
　前記熱画像取得部から得られた熱画像および前記空気調和機に設定されたパラメータで
あって前記空気調和機から出射する風の風向、風速および風温の内少なくともひとつを規
定するパラメータに基づいて、前記人の温冷感を推定する温冷感推定部と、を備える、
　センサシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対象空間の空調制御を行う空気調和機およびその温冷感推定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人の表面温度から温冷感を推定し、推定した温冷感に基づいて、対象空間の空調制御を
行うエアコンなどの空気調和機が開示されている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１３８７９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示される技術では、人の暑い、寒いと思う感覚を示す温
冷感を、対象空間内の人の表面温度から推定しているに過ぎない。すなわち、特許文献１
に開示される技術では、人の温冷感を高精度に推定できない。そのため、特許文献１に記
載の空気調和機では、推定した温冷感に基づき空調制御を行ったとしても当該人にとって
必ずしも快適な環境温度にならないという問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記の問題点に着目したものであり、人の温冷感をより高精度に推定するこ
とができる空気調和機およびその温冷感推定方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の一形態に係る空気調和機は、対象空間内の人の温
冷感に基づいて前記対象空間の空調制御を行う空気調和機であって、前記対象空間内の温
度分布を示す熱画像を取得する熱画像取得部と、前記熱画像取得部から得られた熱画像お
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よび前記空気調和機に設定されたパラメータであって前記空気調和機から出射する風の風
向、風速および風温の内少なくともひとつを規定するパラメータに基づいて、前記人の温
冷感を推定する温冷感推定部と、を備える。
【０００７】
　なお、これらの全般的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータで読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現さ
れてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意
な組み合わせで実現されてもよい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、人の温冷感をより高精度に推定することができる空気調和機等を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施の形態１における空気調和機の構成の一例を示す図である。
【図２】図２は、実施の形態１における空気調和機の一例の概観図である。
【図３】図３は、図２の空気調和機が設置された様子の一例を示す図である。
【図４Ａ】図４Ａは、対象空間内の人を模式的に表した図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、図４Ａに示された人の熱画像の一例を示す図である。
【図５】図５は、実施の形態１における空気調和機の演算部の構成の一例を示す図である
。
【図６】図６は、実施の形態１における記憶部が記憶する風速と対流熱伝達率との関係を
示す情報の一例を示す図である。
【図７】図７は、人体放熱量の推定方法を説明するための図である。
【図８】図８は、実施の形態１における空気調和機の動作の概要を示すフローチャートで
ある。
【図９】図９は、実施の形態１における空気調和機の温冷感推定処理の概要を示すフロー
チャートである。
【図１０】図１０は、実施の形態１の変形例１における演算部の構成の一例を示す図であ
る。
【図１１】図１１は、実施の形態１の変形例１における人位置推定部が人の位置を推定す
る方法を説明するための図である。
【図１２】図１２は、実施の形態１の変形例１における記憶部が記憶する距離と風速との
関係を示す情報の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、実施の形態１の変形例２における演算部の構成の一例を示す図であ
る。
【図１４】図１４は、実施の形態１の変形例２における記憶部が記憶する距離と風温との
関係を示す情報の一例を示す図である。
【図１５】図１５は、実施の形態１の変形例２における記憶部が記憶する距離と風温との
関係を示す情報の一例を示す図である。
【図１６】図１６は、実施の形態１の変形例２における記憶部が記憶する距離と風温との
関係を示す情報の別の一例を示す図である。
【図１７】図１７は、実施の形態１の変形例２における記憶部が記憶する距離と時間との
関係を示す情報の一例を示す図である。
【図１８】実施の形態１の変形例３における演算部の構成の一例を示す図である。
【図１９Ａ】図１９Ａは、実施の形態１の変形例３における人の熱画像の一例を示す図で
ある。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、実施の形態１の変形例３における人の熱画像の一例を示す図で
ある。
【図２０】図２０は、実施の形態１の変形例３における記憶部が記憶する人の表面温度差
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と風速差との関係を示す情報の一例を示す図である。
【図２１】図２１は、実施の形態１の変形例３における記憶部が記憶する人の表面温度差
と風速差との関係を示す情報の別の一例を示す図である。
【図２２Ａ】図２２Ａは、実施の形態１の変形例４における空気調和機に接続される通信
機器の一例を示す図である。
【図２２Ｂ】図２２Ｂは、実施の形態１の変形例４における扇風機の一例を示す図である
。
【図２３】図２３は、実施の形態２における空気調和機の演算部の構成の一例を示す図で
ある。
【図２４】図２４は、実施の形態２における受熱量算出部の構成の一例を示す図である。
【図２５】図２５は、実施の形態２における人が受熱する様子の一例を示す図である。
【図２６】図２６は、実施の形態２における日射センサが取り付けられる位置の一例を示
す図である。
【図２７】図２７は、実施の形態２における日射センサが取り付けられる位置の別の一例
を示す図である。
【図２８】図２８は、実施の形態２の変形例１における空気調和機が推定する車両の窓の
開度の一例を示す図である。
【図２９】図２９は、実施の形態２の変形例２におけるサーモカメラが設置される位置の
一例を示す図である。
【図３０】図３０は、実施の形態２の変形例３における非接触温度センサが設置される位
置の一例を示す図である。
【図３１】図３１は、実施の形態２の変形例４における湿度計が設置される位置の一例を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の一態様に係る空気調和機は、対象空間内の人の温冷感に基づいて前記対象空間
の空調制御を行う空気調和機であって、前記対象空間内の温度分布を示す熱画像を取得す
る熱画像取得部と、前記熱画像取得部から得られた熱画像および前記空気調和機に設定さ
れたパラメータであって前記空気調和機から出射する風の風向、風速および風温の内少な
くともひとつを規定するパラメータに基づいて、前記人の温冷感を推定する温冷感推定部
と、を備える。
【００１１】
　この構成により、人の温冷感をより高精度に推定することができる空気調和機を実現で
きる。それにより、当該空気調和機は、高精度に推定した人の温冷感に基づいて、当該人
にとってより快適な環境温度となるように対象空間の空調制御を行うことができる。
【００１２】
　ここで、例えば、前記空気調和機は、さらに、対象空間内の風速を推定する風速推定部
を備え、前記風速推定部は、前記空気調和機に設定された送風パラメータであって前記空
調制御を行うために前記対象空間に送風する前記空気調和機の吹出口の風速を規定する送
風パラメータに基づき、前記対象空間内の風速を推定し、前記温冷感推定部は、前記熱画
像および前記風速推定部により推定された風速に基づいて、前記人の温冷感を推定すると
してもよい。
【００１３】
　また、例えば、前記空気調和機は、さらに、前記熱画像および前記風速推定部により推
定された風速に基づいて、前記人の人体放熱量を推定する放熱量推定部を備え、前記温冷
感推定部は、前記放熱量推定部により推定された前記人の人体放熱量に基づいて前記人の
温冷感を推定するとしてもよい。
【００１４】
　また、例えば、前記空気調和機は、さらに、前記熱画像を用いて、前記人の表面温度を
算出する温度算出部と、前記風速推定部により推定された風速に基づいて対流熱伝達率を
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算出する対流熱伝達率算出部とを備え、前記放熱量推定部は、前記対流熱伝達率算出部に
より算出された対流熱伝達率と、前記対象空間内の前記人以外の領域の温度である周囲温
度と、前記温度算出部により算出された前記人の表面温度とを用いて前記人の人体放熱量
を推定するとしてもよい。
【００１５】
　ここで、例えば、前記空気調和機は、さらに、前記熱画像取得部が取得した前記熱画像
と、前記熱画像取得部の前記対象空間内の位置とに基づいて、前記空気調和機を基準とし
た前記人の位置を推定する人位置推定部を備え、前記風速推定部は、前記人位置推定部に
より推定された前記人の位置と前記送風パラメータとに基づき、前記対象空間内の前記人
の周囲の風速を推定し、前記対流熱伝達率算出部は、前記風速推定部により推定された前
記人の周囲の風速に基づいて前記対流熱伝達率を算出するとしてもよい。
【００１６】
　また、例えば、前記空気調和機は、さらに、前記熱画像と、前記熱画像取得部の前記対
象空間内の位置とに基づいて、前記空気調和機を基準とした前記人の位置を推定する人位
置推定部と、前記人位置推定部により推定された前記人の位置と、前記空気調和機の吹出
口の送風温度とに基づいて、前記対象空間内の前記人の周囲の風温を推定する風温推定部
とを備え、前記放熱量推定部は、前記周囲温度として、前記風温推定部により推定された
前記人の周囲の風温を用いて前記人の人体放熱量を推定するとしてもよい。
【００１７】
　ここで、例えば、前記風温推定部は、前記人位置推定部により推定された前記人の位置
と、前記空気調和機に設定された送風温度パラメータであって前記空調制御を行うために
前記対象空間に送風する前記空気調和機の吹出口の送風温度を規定する送風温度パラメー
タとに基づき、前記人の周囲の風温を推定するとしてもよい。
【００１８】
　また、例えば、前記人位置推定部は、前記熱画像取得部が取得した前記熱画像における
前記人の足の位置と、前記熱画像取得部の前記対象空間内の床からの高さと、前記熱画像
取得部の有効視野角とを用いて、前記人の位置を推定するとしてもよい。
【００１９】
　また、例えば、前記温度算出部は、前記吹出口の風速が変動される場合、前記吹出口の
風速の変動前の熱画像と前記吹出口の風速の変動後の熱画像とを用いて、前記変動前の前
記人の表面温度と前記変動後の前記人の表面温度を算出し、前記風速推定部は、前記変動
前の前記人の表面温度と前記変動後の前記人の表面温度とに基づいて、前記対象空間内の
前記人の周囲の風速を推定するとしてもよい。
【００２０】
　ここで、例えば、前記吹出口の所定の風速をゼロに規定し、その後前記所定の風速に規
定するように前記送風パラメータを設定することで、前記吹出口の風速を変動させるとし
てもよい。
【００２１】
　また、例えば、前記温度算出部は、前記熱画像を用いて、前記人の表面温度と前記周囲
温度とを算出するとしてもよい。
【００２２】
　また、例えば、前記空気調和機は、さらに、前記人が受ける熱量である受熱量を算出す
る受熱量算出部を備え、前記放熱量推定部は、前記対流熱伝達率算出部により算出された
対流熱伝達率と、前記対象空間内の前記人以外の領域の温度である周囲温度と、前記温度
算出部により算出された前記人の表面温度と、前記受熱量算出部により算出された受熱量
とを用いて前記人の人体放熱量を推定するとしてもよい。
【００２３】
　ここで、例えば、前記受熱量算出部は、前記人に対する日射光量を推定する日射光量推
定部と、前記人に日射される部分の面積を算出する日射面積算出部と、前記日射光量推定
部で推定された日射光量と前記日射面積算出部で算出された面積と、前記人の着衣吸収率
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とを用いて前記受熱量を算出する受熱量計算部とを備えるとしてもよい。
【００２４】
　また、例えば、前記温度算出部は、前記人の表面温度として、前記人の顔面もしくは顔
面内部の温度を算出するとしてもよい。
【００２５】
　また、例えば、前記温度算出部は、前記人の表面温度として、前記人の大腿部の温度を
算出するとしてもよい。
【００２６】
　また、例えば、前記温度算出部は、前記人の表面温度として、前記熱画像の前記人と認
識された領域の平均温度を算出するとしてもよい。
【００２７】
　また、本発明の一態様に係る空気調和機の温冷感推定方法は、対象空間内の人の温冷感
に基づいて前記対象空間の空調制御を行う空気調和機の温冷感推定方法であって、前記対
象空間内の温度分布を示す熱画像を取得する熱画像取得ステップと、前記熱画像取得ステ
ップにおいて得られた熱画像および前記空気調和機に設定されたパラメータであって前記
空気調和機から出射する風の風向、風速および風温の内少なくともひとつを規定するパラ
メータに基づいて、前記人の温冷感を推定する温冷感推定ステップと、を含む。
【００２８】
　また、本発明の一態様に係る空気調和機に搭載されるセンサシステムは、対象空間内の
人の温冷感に基づいて前記対象空間の空調制御を行う空気調和機に搭載されるセンサシス
テムであって、前記対象空間内の温度分布を示す熱画像を取得する熱画像取得部と、前記
熱画像取得部から得られた熱画像および前記空気調和機に設定されたパラメータであって
前記空気調和機から出射する風の風向、風速および風温の内少なくともひとつを規定する
パラメータに基づいて、前記人の温冷感を推定する温冷感推定部と、を備える。
【００２９】
　なお、これらの全般的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータで読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体で実現され
てもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体の任意な
組み合わせで実現されてもよい。
【００３０】
　以下、本発明の一態様に係る赤外線検出装置等について、図面を参照しながら具体的に
説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本発明の一具体例を示すもので
ある。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置な
どは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構
成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任
意の構成要素として説明される。
【００３１】
　（実施の形態１）
　［空気調和機の構成］
　以下、実施の形態１における空気調和機について、図面を参照しながら説明する。
【００３２】
　図１は、実施の形態１における空気調和機の構成の一例を示す図である。図２は、本実
施の形態における空気調和機の一例の概観図である。図３は、図２の空気調和機が設置さ
れた様子の一例を示す図である。図４Ａは、対象空間内の人を模式的に表した図である。
図４Ｂは、図４Ａに示された人の熱画像の一例を示す図である。
【００３３】
　空気調和機１０は、対象空間内の人の温冷感に基づいて対象空間の空調制御を行う空気
調和機である。
【００３４】
　空気調和機１０は、例えば図２に示すようにエアコンであり、例えば図３に示すように
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対象空間６０の床６１と略垂直な設置面である壁６２に床６１から所定高さで設置される
。空気調和機１０は、例えば空気調和機１０の前面に取り付けられた熱画像取得部１１が
取得した熱画像に基づいて、対象空間６０内の人５０の温冷感を推定する。ここで、熱画
像は、対象空間６０内の温度分布を示す複数の画素から構成される画像である。また、所
定高さとは、例えば人などの温度検出対象よりも高い高さであり、例えば１８００ｍｍ以
上の高さである。対象空間６０は、例えば部屋であり、床６１は例えば部屋の床であり、
壁は例えば部屋の壁などである。
【００３５】
　本実施の形態では、空気調和機１０は、図１に示すように、熱画像取得部１１と、温度
センサ１２と、演算部１３と、制御部１４とを少なくとも備える。また、空気調和機１０
は、図１に示すように、ルーバ、コンプレッサ、ファンなどを備え、これらを対象空間６
０内の人の温冷感に基づいて制御することで対象空間の空調制御を行う。
【００３６】
　熱画像取得部１１は、例えば空気調和機１０の前面に取り付けられたサーモグラフィー
であり、対象空間６０内の温度分布を示す熱画像を取得する。
【００３７】
　熱画像取得部１１は、上下方向の有効視野角（画角）と左右方向の有効視野角とを有し
ており、空気調和機１０の前方の対象空間６０に存在する物体の二次元的な熱画像を取得
することができる。熱画像取得部１１は、例えば二次元的にマトリックス状に配列された
赤外線検出素子（画素）で構成され、一度に二次元的な熱画像を取得するとしてもよい。
また、熱画像取得部１１は、例えばラインセンサすなわち一次元状に配列された赤外線検
出素子（画素）で構成され、一次元的に走査することで二次元的な熱画像を取得するとし
てもよい。つまり、熱画像取得部１１は、二次元的な熱画像を取得可能であればどのよう
な構成でも構わない。
【００３８】
　本実施の形態では、熱画像取得部１１は、対象空間６０内の温度分布を示す熱画像を取
得する。すなわち、熱画像取得部１１は、例えば図３のように空気調和機１０の前方の対
象空間６０内に人５０が存在する場合、人５０を含んだ対象空間６０の温度分布を示す熱
画像を取得する。
【００３９】
　例えば、図４Ａに示すように、人５０は上着５０ａとズボン５０ｂを着用しており、例
えば、周囲温度（対象空間６０の温度）が例えば２５℃程度の常温であるとする。この場
合、熱画像取得部１１は、例えば図４Ｂに示すような熱画像を取得する。図４Ｂに示す熱
画像では、物体の温度が高い部分（画素）ほど濃度が高くなるように表示されている。つ
まり、図４Ｂに示す熱画像では、温度が高い画素ほど、黒色に近い色になるように表示さ
れている。なお、熱画像の表示に関してはこれに限られない。
【００４０】
　図４Ａに示す人５０において、上着５０ａ及びズボン５０ｂに該当する部分の表面温度
は、人５０の皮膚が露出している他の部位（顔面、首、両手、両足）の表面温度よりも周
囲温度に近くなる。つまり、上着５０ａやズボン５０ｂに該当する部分の表面温度は、他
の部位（顔面、首、両手、両足）の表面温度よりも低くなる。そのため、図４Ｂに示され
る熱画像では、皮膚が露出している部分に該当する領域の表面温度よりも、上着５０ａ及
びズボン５０ｂに該当する領域の方が相対的な濃度は低く表示されている。
【００４１】
　温度センサ１２は、例えばサーミスタや熱電対であり、対象空間６０中の一点や部材表
面の一点の温度を測定することができる。本実施の形態では、温度センサ１２は、空気調
和機１０内の例えば空気吸込口等に配置され、対象空間６０内の人５０以外の領域の温度
である周囲温度を測定する。温度センサ１２は測定した周囲温度を演算部１３に送信する
。
【００４２】
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　制御部１４は、演算部１３の結果すなわち推定された対象空間６０内の人５０の温冷感
に基づいて、ルーバ、コンプレッサ、ファンなどを制御することで、人５０にとって快適
な環境温度となるように対象空間６０の空調制御を行う。制御部１４は、例えば、推定さ
れた人５０の温冷感により人５０が暑いと感じていると判断する場合には、コンプレッサ
とファンを動作させて風温、風速を制御し、冷風を発生させるように制御する。なお、制
御部１４は、さらに、熱画像取得部１１が取得した熱画像を用いて人５０の位置を認識し
、認識した人５０の方向にルーバを向けるように制御してもよい。これにより、人５０の
周囲温度を下げることができるので、人５０は暑いと感じなくなり、快適に過ごすことが
できるようになる。また、制御部１４は、例えば、推定された人５０の温冷感により人５
０が寒いと感じていると判断する場合には、コンプレッサとファンを動作させ風温、風速
を制御し、温風を発生させるように制御する。なお、制御部１４は、さらに、熱画像取得
部１１が取得した熱画像を用いて人５０の位置を認識し、認識した人５０の方向にルーバ
を向けるように制御してもよい。これにより、人５０の周囲温度を上げることができるの
で、人５０は寒いと感じなくなり、快適に過ごすことができるようになる。
【００４３】
　図５は、実施の形態１における空気調和機の演算部の構成の一例を示す図である。図６
は、実施の形態１における記憶部が記憶する風速と対流熱伝達率との関係を示す情報の一
例を示す図である。
【００４４】
　演算部１３は、熱画像取得部１１が取得した熱画像に基づいて、対象空間６０内の人５
０の温冷感を推定する。本実施の形態では、演算部１３は、図５に示すように、温度算出
部１３０と、記憶部１３４と、風速推定部１３５と、対流熱伝達率算出部１３６と、放熱
量推定部１３７と、温冷感推定部１３８とを備える。
【００４５】
　温度算出部１３０は、人領域温度算出部１３１と、人周囲温度算出部１３２とを備える
。なお、温度算出部１３０は、人周囲温度算出部１３２を備えていないとしてもよい。
【００４６】
　人周囲温度算出部１３２は、対象空間６０内の温度分布を示す熱画像を用いて、対象空
間６０内の人５０以外の領域の温度である周囲温度を算出する。より具体的には、人周囲
温度算出部１３２は、熱画像取得部１１が取得した熱画像であって例えば図４Ｂに示す対
象空間６０内の温度分布を示す熱画像を用いて、当該周囲温度を算出する。ここで、周囲
気温と壁面温度が同じであるとするならば、測定された壁面温度を元に周囲温度を推定し
ても構わない。
【００４７】
　人領域温度算出部１３１は、対象空間６０内の温度分布を示す熱画像を用いて、人５０
の表面温度を算出する。より具体的には、人領域温度算出部１３１は、熱画像取得部１１
が取得した熱画像であって例えば図４Ｂに示す対象空間６０内の温度分布を示す熱画像を
用いて、人５０の表面温度を算出する。ここで、人領域温度算出部１３１は、人５０の表
面温度が、人５０の顔面もしくは顔面内部の温度であるとして、当該熱画像の人５０の顔
面と認識された領域（顔面領域）の平均温度または人５０の額と認識された領域（額領域
）の温度を算出するとしてもよい。また、人領域温度算出部１３１は、人５０の表面温度
として、当該熱画像の人５０と認識された領域（人領域）の平均温度を算出するとしても
よい。なお、人領域温度算出部１３１は、人５０の表面温度として、当該熱画像の人５０
の大腿部と認識された領域の温度を算出してもよい。人の大腿部の温度は、人の平均皮膚
温度に近いとされているからである。
【００４８】
　風速推定部１３５は、対象空間６０内の風速を推定する。本実施の形態では、風速推定
部１３５は、空気調和機１０に設定された送風パラメータであって空調制御を行うために
対象空間６０に送風する空気調和機１０の吹出口の風速を規定する送風パラメータに基づ
き、対象空間６０内の風速を推定する。つまり、本実施の形態では、風速推定部１３５は



(11) JP 2017-3195 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

、送風パラメータで設定されている空気調和機１０の吹出口の風速を、対象空間６０内の
風速として推定する。
【００４９】
　記憶部１３４は、例えば図６に示すテーブルのような風速と対流熱伝達率との関係を示
す情報を予め記憶している。図６に示すように、対流熱伝達率は、風速が比較的速い領域
では、風速と線型的な関係となる傾向を有する。一方、対流熱伝達率は、風速が比較的遅
い領域では、風速が速くなるにつれて大きくなる傾向を有するものの、風速と線型的な関
係とならないと考えられているが、通常は測定により求められる場合が多く、このグラフ
と異なる可能性もあり、このグラフの形状に限定するものではない。
【００５０】
　対流熱伝達率算出部１３６は、風速推定部１３５により推定された風速に基づいて人５
０の対流熱伝達率を算出する。本実施の形態では、対流熱伝達率算出部１３６は、記憶部
１３４に記憶されている風速と対流熱伝達率との関係を示す情報を参照して、風速推定部
１３５により推定された風速から人５０の対流熱伝達率を算出する。
【００５１】
　放熱量推定部１３７は、熱画像取得部１１から得られた熱画像および風速推定部１３５
により推定された風速に基づいて、人５０の人体放熱量を推定する。より具体的には、放
熱量推定部１３７は、対流熱伝達率算出部１３６により算出された対流熱伝達率と、対象
空間６０内の人５０以外の領域の温度である周囲温度と、温度算出部１３０により算出さ
れた人５０の表面温度とを用いて人５０の人体放熱量を推定する。なお、放熱量推定部１
３７は、温度算出部１３０により算出された周囲温度を用いるとしてもよいし、温度セン
サ１２により測定された周囲温度を用いるとしてもよい。
【００５２】
　ここで、図７を用いて、人体放熱量の推定方法について説明する。図７は、人体放熱量
の推定方法を説明するための図である。
【００５３】
　人体放熱量すなわち人体からの放熱量は、以下の式１～式３で表すことができる。
【００５４】
　Ｈ［Ｗ／ｍ２］＝Ｒ+Ｃ+Ｋ+Ｅｓｋ+Ｅｒｅｓ+Ｃｒｅｓ　　　（式１）
　Ｒ＝ｈｒ×（Ｔｃｌ－Ｔｒ）　　　　　　　　　　　　　　　（式２）
　Ｃ＝ｈｃ×（Ｔｃｌ－Ｔａ）　　　　　　　　　　　　　　　（式３）
【００５５】
　ここで、Ｈは人体放熱量を示す。Ｒは人体からの放射、Ｃは対流（人体から空気への熱
伝達）、Ｋは伝導（床等の物体に接触した人体の接触領域からの熱伝達）、Ｅｓｋは人体
の皮膚からの水分蒸発、Ｅｒｅｓは人体の呼気の水分蒸発、Ｃｒｅｓは呼気の対流を示す
。また、ｈｒは放射熱伝達率、ｈｃは対流熱伝達率、Ｔｃｌは人体の表面温度、Ｔｒは壁
面温度、Ｔａは周囲温度を示す。
【００５６】
　図７に示す人５０の存在する空間（対象空間）において、仮に風のない無風状態であり
、当該空間の温度（室温）および壁６２ａの温度（壁面温度）が同じであり、さらに乾性
放熱が支配的で伝導Ｋが小さい（床６１ａと人５０の足との接触面積は小さい）場合には
、人体放熱量Ｈは、以下の式４のように表すことができる。
【００５７】
　Ｈ［Ｗ／ｍ２］＝Ｒ+Ｃ＝（ｈｒ+ｈｃ）×（Ｔｃｌ－Ｔｒ）　　　（式４）
【００５８】
　ここで、例えばｈｒは４．６５［Ｗ／ｍ２／ｄｅｇ］であり、ｈｃは３．７［Ｗ／ｍ２

／ｄｅｇ］である。
【００５９】
　つまり、この場合、人の表面温度の平均値（平均皮膚温度）と周囲温度（もしくは壁面
温度）との差が分かれば、ｈｒとｈｃとの和（４．６５+３．７＝８．３５）を乗じれば
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人体放熱量が推定できる。
【００６０】
　しかしながら、空気調和機１０が設置される対象空間６０では空気調和機１０の送風な
ど、風がある場合も多い。そして、対象空間６０において風がある場合、上述した対流熱
伝達率ｈｃは変化する。例えば風が強くなると対流熱伝達率ｈｃは大きくなるので、同じ
室温であっても放熱量は増えるため人は寒く感じる。つまり、無風状態を前提として所定
の値の対流熱伝達率ｈｃを用いて人体放熱量を推定した場合、風があっても人体放熱量の
数値は変化しない。その人の温冷感も変化していないと推定されてしまう。もしくは、風
により人の表面温度が低下することで、逆に放熱量は低く見積もられてしまう場合もある
。そのため、風の影響により、実際には人が寒く感じているとしても人の温冷感は変化し
ていない、もしくは逆に暑く感じると推定されてしまうという課題が生じる。
【００６１】
　そこで、本実施の形態では、人の温冷感をより高精度に推定するために、放熱量推定部
１３７は、風の影響があってもより高精度に人体放熱量を推定する。つまり、放熱量推定
部１３７は、対流熱伝達率算出部１３６により算出された対流熱伝達率と、対象空間６０
内の人５０以外の領域の温度である周囲温度と、温度算出部１３０により算出された人５
０の表面温度とを用いて人５０の人体放熱量を推定する。なお、本実施の形態では、放熱
量推定部１３７は、人５０に到達する風の温度（風温）と対象空間６０の周囲温度（室温
）とは同じであるとして、人５０の人体放熱量を推定してもよい。
【００６２】
　温冷感推定部１３８は、熱画像取得部１１から得られた熱画像および空気調和機１０に
設定されたパラメータであって空気調和機１０から出射する風の風向、風速および風温の
内少なくともひとつを規定するパラメータに基づいて、人５０の温冷感を推定する。より
具体的には、温冷感推定部１３８は、熱画像取得部１１から得られた熱画像および風速推
定部１３５により推定された風速に基づいて、人５０の温冷感を推定する。
【００６３】
　本実施の形態では、温冷感推定部１３８は、放熱量推定部１３７により推定された人５
０の人体放熱量に基づいて人５０の温冷感を推定する。温冷感推定部１３８は、例えば人
体放熱量が大きい程人は寒く感じるといった人体放熱量と温冷感との関係を示す情報を保
持している。また、温冷感推定部１３８は、人体放熱量と温冷感との関係を示す情報にお
ける、人が暑いとも寒いとも感じない閾値を予め保持している。これにより、温冷感推定
部１３８は、放熱量推定部１３７により推定された人５０の人体放熱量と、人体放熱量と
温冷感との関係を示す情報とを用いて人５０の温冷感を推定することができる。例えば、
閾値よりも放熱量が多い場合には、放熱量の程度に応じて涼しくもしくは寒く感じること
になり、放熱量が多いほど寒く感じることになる。逆に、閾値よりも放熱量が少ない場合
には、放熱量の程度に応じて暖かくもしくは暑く感じることになり、放熱量が少ないほど
暑く感じることになる。
【００６４】
　なお、閾値からのずれ量に応じて、温冷感を段階別に示してもよい。
【００６５】
　また、閾値は、人に応じて変更してもよい。この閾値は、摂取する食事量（摂取カロリ
ー）と人の表面積から推定することができる。人の表面積は人の身長と体重から推定する
ことができるため、ユーザーが摂取カロリーと、身長と体重を温冷感推定部１３８に入力
することで、温冷感推定部１３８内でこの閾値を個別に計算して設定し、温冷感を判定し
ても構わない。こうすることで、個人差にも対応した精度の高い温冷感推定が可能になる
。また、人種によっても摂取する食事量（摂取カロリー）は異なってくるが、上記の様に
摂取カロリーと身長、体重を入力することで、人種差にも応じた温冷感の推定が可能にな
る。また、年齢に応じて代謝量は異なることが知られている。子供の時に代謝量は多く、
年齢を重ねることに代謝量は低下する傾向にあるため、子供の方が単位面積当たりの放熱
量は多く、年齢を重ねるほど放熱量は低下する。そこで、年齢に応じた閾値のテーブルを
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温冷感推定部１３８内に所持しておき、ユーザーが年齢を入力することで、年齢に応じて
閾値を変更して温冷感を判断しても構わない。こうすることで、年齢差にも対応した、精
度の高い温冷感推定が可能になる。
【００６６】
　さらには、人のみならず、動物にも応用が可能である。すなわち、上で述べた通り摂取
カロリーと動物の表面積から放熱量の閾値を求めることができるため、例えば鶏の場合、
鶏の１日の摂取カロリーを予めもとめておき、摂取カロリーと鶏の体表面積から、閾値を
計算から求めることが可能になる。人と同様に放熱量推定部１３７で計算した鶏の放熱量
に対してその閾値で判定することで、人のみならず動物の温冷感も求めることが可能にな
る。
【００６７】
　［空気調和機の動作］
　次に、以上のように構成された空気調和機１０の動作の概要について説明する。
【００６８】
　図８は、実施の形態１における空気調和機の動作の概要を示すフローチャートである。
図９は、実施の形態１における空気調和機の温冷感推定処理の概要を示すフローチャート
である。
【００６９】
　まず、空気調和機１０は、温冷感を推定する（Ｓ１１）。具体的には、図９に示すよう
に、空気調和機１０の備える演算部１３は、対象空間６０内の温度分布を示す熱画像を用
いて、対象空間６０内の人５０の表面温度を算出する（Ｓ１１１）。次いで、演算部１３
は、対象空間６０内の風速を推定する（Ｓ１１２）。次いで、演算部１３は、Ｓ１１２に
おいて推定された風速に基づいて人５０の対流熱伝達率を算出する（Ｓ１１３）。次いで
、演算部１３は、Ｓ１１３において算出された対流熱伝達率と、対象空間６０内の人５０
以外の領域の温度である周囲温度と、Ｓ１１１において算出された人５０の表面温度とを
用いて人５０の人体放熱量を推定する（Ｓ１１４）。次いで、演算部１３は、Ｓ１１４に
おいて推定された人５０の人体放熱量に基づいて人５０の温冷感を推定する（Ｓ１１５）
。詳細な説明は上述したので省略する。なお、Ｓ１１２の処理はＳ１１３の処理より前で
あれば、Ｓ１１１の処理の前でも後ろでも構わない。
【００７０】
　次に、空気調和機１０は、空調制御する（Ｓ１３）。具体的には、空気調和機１０の制
御部１４は、推定した当該人の温冷感に基づいて、ルーバ、コンプレッサ、ファンなどを
制御することで、当該人にとって快適な環境温度となるように対象空間の空調制御を行う
。なお、詳細な説明は上述したので省略する。
【００７１】
　［実施の形態１の効果等］
　以上のように、実施の形態１の空気調和機１０は、空気調和機１０に設定された送風パ
ラメータから対象空間の風速を推定し、予め算出した風速と対流熱伝達率との関係の情報
を用いることにより、風の影響を考慮したより高精度な人体放熱量を推定する。これによ
り、空気調和機１０は、人の温冷感をより高精度に推定することができるので、高精度に
推定した人の温冷感に基づいて、当該人にとってより快適な環境温度となるように対象空
間の空調制御を行うことができる。
【００７２】
　なお、実施の形態１では、空気調和機１０により送風された風が常に人５０にあたって
いるとして、風の影響を考慮した人５０の人体放熱量を推定し、人５０の温冷感を推定し
たが、これに限らない。
【００７３】
　例えばルーバの向きを検出して空気調和機１０から出射する風向を推定し、さらに熱画
像から得た人の位置から、空気調和機１０から出射した風が人にあたっているかどうかを
判断し、その判断結果に基づき対流熱伝達率を選択し、温冷感を推定しても構わない。
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【００７４】
　例えば、空気調和機１０により送風された風が人５０にあたっている時間とあたってい
ない時間がある場合には、ルーバの向きを検出して空気調和機１０から出射する風向を推
定し、当該風が人５０にあたってない時間（タイミング）において、無風状態の対流熱伝
達率を用いて人５０の人体放熱量を推定し、人５０の温冷感を推定するとしてもよい。
【００７５】
　また、例えば、空気調和機１０による風の風向や空気調和機１０によるルーバの走査時
間に基づいて、人５０に当該風があたっている時間を算出するとしてもよい。そして、当
該風が人５０にあたっている時間の対流熱伝達率と人５０にあたっていない時間の対流熱
伝達率を重み付けして人５０の人体放熱量を推定し、人５０の温冷感を推定するとしても
よい。風があたっている時の放熱量と風が当たっていない時の放熱量を別々に求め、それ
ぞれの時間を重み付けして平均化することで人５０の人体放熱量を推定しても構わない。
【００７６】
　なお、人５０に当該風があたっている時間は、ルーバの走査時間に限らず、熱画像取得
部１１が取得した熱画像における人５０の領域の温度変動量から推定しても構わない。ま
た、空気調和機１０は、熱画像取得部１１が取得した熱画像を用いて、当該風が人５０に
あたった後の表面温度の変動時定数から、人５０の着衣量を推定するとしてもよい。例え
ば、夏場に風があたった後により速く温度が上昇すると着衣量は少なく、冬場に風があた
った後により速く温度が低下すると、着衣量は多いと推定する等が考えられる。ここから
求めた着衣量を元に人の温冷感を推定しても構わないし、この様にして求めた着衣量を元
に、ＰＭＶ（Ｐｒｅｄｉｃｔｅｄ Ｍｅａｎ Ｖｏｔｅ）等から人の温冷感を推定しても構
わない。
【００７７】
　（変形例１）
　実施の形態１では、空気調和機１０に設定された送風パラメータから対象空間６０の風
速を推定した場合の例について説明したがそれに限らない。本変形例では、熱画像から推
定した人５０の位置と、空気調和機１０に設定された送風パラメータから対象空間６０の
人５０の周囲の風速を推定する場合について説明する。
【００７８】
　［演算部の構成］
　図１０は、実施の形態１の変形例１における演算部の構成の一例を示す図である。図１
１は、実施の形態１の変形例１における人位置推定部が人の位置を推定する方法を説明す
るための図である。図１２は、実施の形態１の変形例１における記憶部が記憶する距離と
風速との関係を示す情報の一例を示す図である。なお、図３および図５と同様の要素には
同一の符号を付しており、詳細な説明は省略する。
【００７９】
　図１０に示す演算部１３Ａは、図５に示す演算部１３と比較して、人位置推定部１３３
の構成が追加され、風速推定部１３５Ａおよび記憶部１３４Ａの構成が異なる。
【００８０】
　人位置推定部１３３は、熱画像取得部１１が取得した熱画像と、熱画像取得部１１の対
象空間６０内の位置とに基づいて、空気調和機１０を基準とした人５０の位置を推定する
。
【００８１】
　例えば、人位置推定部１３３は、熱画像取得部１１が取得した熱画像における人の足の
位置と、熱画像取得部１１の対象空間６０内の床６１からの高さと、熱画像取得部１１の
有効視野角（画角）とを用いて、人５０の位置を推定することができる。
【００８２】
　ここで、本変形例の空気調和機１０は、例えば図１１に示すように床６１から所定高さ
で壁６２に設置される。そのため、空気調和機１０の前面に取り付けられた熱画像取得部
１１の床６１からの高さ（ｈ１）は、空気調和機１０が設置される高さから算出すること
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ができる。なお、空気調和機１０が設置される際に、熱画像取得部１１の高さ（ｈ１）が
人位置推定部１３３等のメモリに予め入力されていてもよい。また、熱画像取得部１１の
上下方向の有効視野角（画角）すなわちＦＯＶ（Field of View）は設計値であり既知で
ある。そのためＦＯＶは人位置推定部１３３等のメモリに予め入力されていてもよい。し
たがって、人位置推定部１３３は、熱画像取得部１１が取得した熱画像における人の足の
位置や頭の位置を特定することにより、熱画像取得部１１の床６１からの高さ（ｈ１）と
熱画像取得部１１のＦＯＶとから、空気調和機１０を基準とした人５０の位置（距離Ｌ１
）を推定することができる。
【００８３】
　記憶部１３４Ａは、上述した風速と対流熱伝達率との関係を示す情報に加えて、例えば
図１２に示すような距離と風速との関係を示す情報を記憶する。図１２に示すように、あ
る一点で一定の風速（図で初速１）で送出された風の風速は、距離が大きくなるほど、減
速する傾向がある。
【００８４】
　風速推定部１３５Ａは、人位置推定部１３３により推定された人５０の位置と空気調和
機１０に設定された送風パラメータとに基づき、対象空間６０内の人５０の周囲の風速を
推定する。本実施の形態では、風速推定部１３５Ａは、記憶部１３４Ａに記憶されている
風速と距離との関係を示す情報を参照して、空気調和機１０に設定された送風パラメータ
が示す空気調和機１０の吹出口の風速を初速度の風速として、人位置推定部１３３により
推定された人５０の位置（距離Ｌ１）から対象空間６０内の人５０の周囲の風速（図で風
速Ｖ１）を推定することができる。
【００８５】
　なお、対流熱伝達率算出部１３６は、風速推定部１３５Ａにより推定された人５０の周
囲の風速に基づいて人５０の対流熱伝達率を算出する。対流熱伝達率算出部１３６の対流
熱伝達率の算出方法は上述した通りであるのでここでの説明は省略する。
【００８６】
　［変形例１の効果等］
　以上のように、本変形例の空気調和機１０は、予め算出した風速と距離との関係の情報
を用いることにより、熱画像から推定した人５０の位置と、当該空気調和機に設定された
送風パラメータとから対象空間の人の周囲の風速を推定することができる。これにより、
本変形例の空気調和機は、人の周囲の風の影響を考慮したより高精度な人体放熱量を推定
することができ、人の温冷感をより高精度に推定することができる。
【００８７】
　それにより、本変形例の空気調和機は、高精度に推定した人の温冷感に基づいて、当該
人にとってより快適な環境温度となるように対象空間の空調制御を行うことができる。
【００８８】
　なお、本変形例では、人位置推定部１３３は、熱画像取得部１１が取得した熱画像に基
づいて、人５０の位置を推定するとしたが、それに限らない。例えば、本変形例の空気調
和機１０がさらに可視カメラを有しており、人５０の位置を当該可視カメラから得るとし
てもよい。また、本変形例の空気調和機１０がさらにステレオカメラやミリ波レーダ等を
有し、当該ステレオカメラで人５０の位置を直接測定して得てもよい。
【００８９】
　（変形例２）
　実施の形態１では、人５０の周囲の風の温度（風温）が対象空間６０の温度（室温）と
同じであるとして、風の影響を考慮した人体放熱量を推定する空気調和機１０について説
明した。本変形例では、空気調和機から送風される風温と、室温とが異なる場合に風の影
響を考慮した人体放熱量を推定する方法について説明する。
【００９０】
　［演算部の構成］
　図１３は、実施の形態１の変形例２における演算部の構成の一例を示す図である。図１
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４および図１５は、実施の形態１の変形例２における記憶部が記憶する距離と風温との関
係を示す情報の一例を示す図である。図１６は、実施の形態１の変形例２における記憶部
が記憶する距離と風温との関係を示す情報の別の一例を示す図である。なお、図５および
図１０と同様の要素には同一の符号を付しており、詳細な説明は省略する。
【００９１】
　図１３に示す演算部１３Ｂは、図５に示す演算部１３と比較して、人位置推定部１３３
と風温推定部１３９の構成が追加され、温度算出部１３０Ｂ、記憶部１３４Ａおよび放熱
量推定部１３７Ｂの構成が異なる。ここで、温度算出部１３０Ｂは、図５に示す温度算出
部１３０と比較して、人周囲温度算出部１３２の構成がない。その他については上述した
通りであるのでここでの説明は省略する。
【００９２】
　人位置推定部１３３は、変形例１で説明したように、熱画像取得部１１が取得した熱画
像と熱画像取得部１１の対象空間６０内の位置とに基づいて、空気調和機１０を基準とし
た人５０の位置を推定する。例えば人位置推定部１３３は、熱画像取得部１１が取得した
熱画像における人の足の位置と、熱画像取得部１１の対象空間６０内の床６１からの高さ
と、熱画像取得部１１の有効視野角（画角）とを用いて、人５０の位置を推定する。人位
置推定部１３３の人５０の位置を推定する方法は上述した通りであるのでここでの説明は
省略する。
【００９３】
　記憶部１３４Ｂは、上述した風速と対流熱伝達率との関係を示す情報に加えて、例えば
図１４および図１５に示すような距離と風温との関係を示す情報を記憶する。ここで、図
１４は例えば夏場の例を示しており、送出される風の風温（２０℃）が室温（２５℃）よ
りも低いときの関係を示している。また、図１５は例えば冬場の例を示しており、送出さ
れる風の風温（２３℃）が室温（１８℃）よりも高いときの関係を示している。図１４に
示すように、夏場などでは、一定の風温（２５℃）で送出された風の風温は、距離が大き
くなるほど、高くなる傾向がある。一方、図１５に示すように、冬場などでは、一定の風
温（２５℃）で送出された風の風温は、距離が大きくなるほど、低くなる傾向がある。
【００９４】
　風温推定部１３９は、人位置推定部１３３により推定された人５０の位置と空気調和機
１０吹出口の送風温度とに基づいて、対象空間６０内の人５０の周囲の風温を推定する。
より具体的には、風温推定部１３９は、人位置推定部１３３により推定された人５０の位
置と、空気調和機１０に設定された送風温度パラメータであって空調制御を行うために対
象空間６０に送風する空気調和機１０の拭き出し口の送風温度を規定する送風温度パラメ
ータとに基づき、人５０の周囲の風温を推定する。
【００９５】
　本実施の形態では、風温推定部１３９は、記憶部１３４Ｂに記憶されている風温と距離
との関係を示す情報（例えば図１４または図１５）を参照して、空気調和機１０に設定さ
れた送風温度パラメータを吹出口の送風温度として、人位置推定部１３３により推定され
た人５０の位置（距離Ｌ１）から対象空間６０内の人５０の周囲の風温を推定することが
できる。
【００９６】
　なお、風温推定部１３９は、図１４または図１５に示すような記憶部１３４Ｂに記憶さ
れている風温と距離との関係を示す情報を用いたがそれに限らない。例えば、風温推定部
１３９は、図１４の代わりに例えば図１６に示すような風速に依存した風温と距離との関
係を示す情報を用いて、対象空間６０内の人５０の周囲の風温を推定するとしてもよい。
吹出口の風速（初速）が遅いほど、室温の影響を受けやすいからである。また、風温推定
部１３９は、送風温度パラメータから空気調和機１０の吹出口の送風温度を得る場合に限
らない。空気吸込口等に配置された温度センサ１２が測定した温度を吹出口の送風温度と
して用いてもよい。空気調和機１０では、空気吸込口から吸い込んだ空気を吹出口から送
風するため、空気吸込口から吸い込んだ空気の温度が吹出口から送風する風温に相当する
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ともいえるからである。
【００９７】
　放熱量推定部１３７Ｂは、周囲温度として、風温推定部１３９により推定された人５０
の周囲の風温を用いて人５０の人体放熱量を推定する。本実施の形態では、人５０に到達
する風の温度（風温）は、対象空間６０の周囲温度（室温）と異なる。そのため、放熱量
推定部１３７Ｂは、上記の式３において、周囲温度Ｔａとして人５０に到達する風の温度
（風温）、すなわち、風温推定部１３９により推定された風温を用いる。また、放熱量推
定部１３７Ｂは、上記の式２において、壁面温度Ｔｒが対象空間６０の周囲温度（室温）
と同じであるとして、壁面温度Ｔｒに温度センサ１２が測定した温度を用いる。
【００９８】
　なお、その他の構成については上述した通りであるのでここでの説明は省略する。
【００９９】
　このようにして、本変形例の空気調和機では、熱画像から推定した人５０の位置と、空
気調和機１０に設定された送風パラメータから人５０にあたっている風の温度である風温
（対象空間６０の人５０の周囲の風温）を推定し、人体放熱量を推定する。
【０１００】
　［変形例２の効果等］
　以上のように、本変形例の空気調和機１０は、予め算出した風速と距離との関係の情報
および予め算出した風温と距離との関係の情報を用いることにより、熱画像から推定した
人５０の位置と、当該空気調和機に設定された送風パラメータから対象空間の人の周囲の
風速および風温と、を推定することができる。これにより、本変形例の空気調和機１０は
、人の周囲の風の影響を考慮したより高精度な人体放熱量を推定することができ、人の温
冷感をより高精度に推定することができる。
【０１０１】
　したがって、本変形例の空気調和機１０は、高精度に推定した人の温冷感に基づいて、
当該人にとってより快適な環境温度となるように対象空間の空調制御を行うことができる
。
【０１０２】
　なお、本変形例では、空気調和機１０により送風された風が常に人５０にあたっている
として、風の影響を考慮した人５０の人体放熱量を推定し、人５０の温冷感を推定したが
、これに限らない。例えば、空気調和機１０により送風された風が人５０にあたっている
時間とあたっていない時間がある場合には、これらを考慮して人体放熱量を推定するとし
てもよい。
【０１０３】
　例えば、空気調和機１０により送風された風が人５０にあたっている時間とあたってい
ない時間がある場合には、人５０の周囲の風温は、例えば図１７に示すように変動する。
図１７は、実施の形態１の変形例２における人５０の周囲の風温と時間との関係の一例を
示す図である。ここで、図１７には、空気調和機１０により制御されたルーバが一定周期
で風向きを変えている場合の風温と時間との関係が示されている。図１７において、時間
Ｔ１は空気調和機１０により送風された風が人５０にあたっていない時間に対応し、時間
Ｔ２は空気調和機１０により送風された風が人５０にあたっている時間に対応している。
【０１０４】
　この場合、風温推定部１３９は、空気調和機１０によるルーバの走査時間に基づいて、
空気調和機１０により送風された風が人５０にあたっていない時間Ｔ１と、当該風があた
っている時間Ｔ２とを推定してもよい。そして、風温推定部１３９は、当該風があたって
いる時間Ｔ２の対流熱伝達率および風温、並びに当該風があたっていない時間Ｔ１の対流
熱伝達率および風温を重み付けして、人５０の人体放熱量を推定し、温冷感を推定すると
してもよい。
【０１０５】
　（変形例３）
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　実施の形態１では、空気調和機１０に設定された送風パラメータから対象空間６０の風
速を推定した場合の例について説明したがそれに限らない。変形例３では、空気調和機１
０から送出される風速を変動させることで、その時の人５０の表面温度の変動量から、対
象空間６０の人５０の周囲の風速を推定する場合について説明する。以下では、説明を簡
単にするため、人５０の周囲の風の温度（風温）が対象空間６０の温度（室温）と同じで
あるとして説明する。
【０１０６】
　［演算部の構成］
　図１８は、実施の形態１の変形例３における演算部の構成の一例を示す図である。図１
９Ａおよび図１９Ｂは、実施の形態１の変形例３における人の熱画像の一例を示す図であ
る。図２０は、実施の形態１の変形例３における記憶部が記憶する人の表面温度差と風速
差との関係を示す情報の一例を示す図である。なお、図５と同様の要素には同一の符号を
付しており、詳細な説明は省略する。
【０１０７】
　図１８に示す演算部１３Ｃは、図５に示す演算部１３と比較して、温度算出部１３０Ｃ
、記憶部１３４Ｃおよび風速推定部１３５Ｃの構成が異なる。
【０１０８】
　温度算出部１３０Ｃは、人領域温度算出部１３１Ｃと人周囲温度算出部１３２とを備え
る。
【０１０９】
　人領域温度算出部１３１Ｃは、空気調和機１０の吹出口の風速が変動される場合、吹出
口の風速の変動前の熱画像と吹出口の風速の変動後の熱画像とを用いて、変動前の人５０
の表面温度と変動後の人５０の表面温度を算出する。なお、空気調和機１０の吹出口の風
速は、空気調和機１０の送風パラメータを設定することで変動させることができる。
【０１１０】
　具体的には、人領域温度算出部１３１Ｃは、例えば図１９Ａに示すように空気調和機１
０の吹出口の風速が１ｍ／ｓのときに熱画像取得部１１が取得した熱画像を用いて、風速
が１ｍ／ｓのときの（変動前）の人５０の表面温度を算出する。そして、人領域温度算出
部１３１Ｃは、図１９Ｂに示すように空気調和機１０の吹出口の風速が２ｍ／ｓのときに
熱画像取得部１１が取得した熱画像を用いて、風速が２ｍ／ｓのときの（変動後）の人５
０の表面温度を算出する。このようにして、人領域温度算出部１３１Ｃは、空気調和機１
０の吹出口の風速の変動前後の人５０の表面温度を算出することができる。
【０１１１】
　なお、吹出口の風速の変動例は、これら場合に限らない。例えば、吹出口の所定の風速
をゼロに規定し、その後所定の風速に規定するように空気調和機１０の送風パラメータを
設定することで、吹出口の風速を変動させるとしてもよい。後述する記憶部が記憶する人
の表面温度差と風速差との関係を示す情報を用いることができれば変動前後の吹出口の風
速はいずれの値でもよい。
【０１１２】
　記憶部１３４Ｃは、上述した風速と対流熱伝達率との関係を示す情報に加えて、例えば
図２０に示すような人の表面温度差と風速差との関係を示す情報を記憶する。図２０に示
す関係は、予め算出されたものである。図２０には、人の表面温度差が大きい程、空気調
和機１０の吹出口の送風パラメータによる風速差と近くなる傾向が示されている。
【０１１３】
　風速推定部１３５Ｃは、空気調和機１０の吹出口の風速の変動前の人５０の表面温度と
空気調和機１０の吹出口の風速の変動後の人５０の表面温度とに基づいて、対象空間６０
内の人５０の周囲の風速を推定する。
【０１１４】
　本実施の形態では、風速推定部１３５Ｃは、記憶部１３４Ｃに記憶されている表面温度
差と風速差との関係を示す情報（例えば図２０）を参照して、人領域温度算出部１３１Ｃ
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により算出された、空気調和機１０の吹出口の風速の変動前後の人５０の表面温度から対
象空間６０内の人５０の周囲の風速を推定する。
【０１１５】
　なお、記憶部１３４Ｃは、図２０以外の表面温度差と風速差との関係を示す情報を記憶
しているとしてもよい。この場合には、風速推定部１３５Ｃは、空気調和機１０に設定さ
れた送風パラメータであって空調制御を行うために対象空間６０に送風する空気調和機１
０の吹出口の風速を規定する送風パラメータに基づき、記憶部１３４Ｃに記憶されている
表面温度差と風速差との関係を示す情報のうち送風パラメータが規定する吹出口の風速の
変動前後の差に対応する情報を選択し、参照するとしてもよい。
【０１１６】
　なお、その他の構成については上述した通りであるのでここでの説明は省略する。
【０１１７】
　このように、本変形例の空気調和機では、空気調和機１０から送出される風速を変動さ
せることで、その時の人５０の表面温度の変動量から、対象空間６０の人５０の周囲の風
速を推定し、人体放熱量を推定する。
【０１１８】
　［変形例３の効果等］
　以上のように、本変形例の空気調和機は予め算出した人の表面温度差と風速差の関係の
情報を用いることにより、空気調和機１０から送出される風速を変動させた時の人５０の
表面温度の変動量から、対象空間６０の人５０の周囲の風速を推定することができる。こ
れにより、本変形例の空気調和機は、人の周囲の風の影響を考慮したより高精度な人体放
熱量を推定することができ、人の温冷感をより高精度に推定することができる。
【０１１９】
　したがって、本変形例の空気調和機は、高精度に推定した人の温冷感に基づいて、当該
人にとってより快適な環境温度となるように対象空間の空調制御を行うことができる。
【０１２０】
　なお、記憶部１３４Ｃは、図２１に示すような人の着衣量における温度差と風速差との
関係を示す情報を記憶するとしてもよい。図２１は、実施の形態１の変形例３における記
憶部が記憶する人の表面温度差と風速差との関係を示す情報の別の一例を示す図である。
【０１２１】
　この場合、人領域温度算出部１３１Ｃは、さらに、熱画像取得部１１が取得した熱画像
を用いて人５０の着衣量を標準より多いか少ないかを算出するとしてもよい。また、風速
推定部１３５Ｃは、記憶部１３４Ｃに記憶されている人の着衣量における表面温度差と風
速差との関係を示す情報（例えば図２１）を参照してもよい。
【０１２２】
　これにより、風速推定部１３５Ｃは、図２１に示す当該情報を参照して、人領域温度算
出部１３１Ｃにより算出された、空気調和機１０の吹出口の風速の変動前後の人５０の表
面温度および人５０の着衣量に基づいて、人５０の周囲の風速を推定することができる。
【０１２３】
　（変形例４）
　実施の形態１および変形例１～３では、空気調和機１０に設定された送風パラメータや
熱画像取得部１１が取得した熱画像に基づいて、風速推定部１３５等が風速を推定した場
合の例について説明したがそれに限らない。空気調和機１０の外部にある装置から取得し
た情報に基づいて風速を推定するとしてもよい。
【０１２４】
　図２２Ａは、実施の形態１の変形例４における空気調和機に接続される通信機器の一例
を示す図である。図２２Ｂは、実施の形態１の変形例４における扇風機の一例を示す図で
ある。
【０１２５】
　図２２Ａに示す空気調和機１０Ｄは、図５に示す空気調和機１０と比較して、通信機器
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１５と接続されており、風速推定部（不図示）の機能が異なる。
【０１２６】
　通信機器１５は、図２２Ｂに示すような扇風機２０と無線接続して情報のやり取りを行
う。より具体的には、通信機器１５は、扇風機２０の情報として、例えば扇風機２０の風
力および風向を取得して空気調和機１０Ｄに送信する。
【０１２７】
　扇風機２０は、通信部（不図示）とＬＥＤ部２０１とを備える。扇風機２０の通信部は
、通信機器１５と無線接続することができ、風力および風向など扇風機２０の情報を通信
機器１５に送信する。ＬＥＤ部２０１は、例えば扇風機２０の通信部が通信機器１５に情
報を送信する際に点灯するとしてもよい。
【０１２８】
　空気調和機１０Ｄの風速推定部では、通信機器１５により送信された扇風機２０の風力
に基づいて、対象空間６０内の風速を推定する。
【０１２９】
　なお、空気調和機１０Ｄは、変形例１で説明した人位置推定部１３３をさらに備えてい
るとしてもよい。この場合、空気調和機１０Ｄの熱画像取得部１１が扇風機２０のＬＥＤ
部２０１の点灯時の熱画像を取得することで演算部が扇風機２０の位置を推定することが
できる。これにより、空気調和機１０Ｄの風速推定部は、人位置推定部１３３が推定した
扇風機２０の位置と、通信機器１５により送信された扇風機２０の風力および風向きと、
人位置推定部１３３が推定した人５０の位置とに基づいて、対象空間６０内の人５０の周
囲の風速を推定することができる。
【０１３０】
　また、空気調和機１０Ｄの外部にある装置から取得した情報に基づいて風速を推定する
例としては上記の例に限らない。
【０１３１】
　例えば、通信機器１５は、空気調和機１０Ｄの外部に設置されたレーザースペックル流
量計と無線接続されるとしてもよい。この場合、空気調和機１０Ｄの風速推定部は、レー
ザースペックル流量計が計測した風速を、対象空間６０内の人５０の周囲の風速と推定す
ればよい。
【０１３２】
　また、例えば、通信機器１５は、空気調和機１０Ｄを操作可能なリモコンまたはスマホ
であって風力計を備えたリモコンまたはスマホと無線接続されるとしてもよい。この場合
、空気調和機１０Ｄの風速推定部は、通信機器１５により送信されたリモコンまたはスマ
ホの風力計の計測値を、対象空間６０内の人５０の周囲の風速と推定すればよい。リモコ
ンまたはスマホは、人５０が手に持って操作すると考えられ、リモコンまたはスマホの風
力計は、人５０の周囲の風力を計測していると言えるからである。
【０１３３】
　また、本実施の形態においては、一例として室内の空気調和機を用いて説明したが、こ
れに限定するものではなく、空気調和する場所であればその使用場所を限定するものでは
なく、例えば車載空調や工場内でのスポット空調等で用いても構わない。車載空調や工場
内でのスポット空調では、人に風を直接あてることが前提であって、従来は温冷感を推定
できずに風向は人が手動で制御していた。それに対して本実施の形態の空気調和機によれ
ば、風があたった状態でも温冷感を正確に推定できるため、自動で風向を制御することが
できる。それによりユーザーは、手動により風向を制御する必要がなくなるため、自動車
の運転や工場の作業に集中できる。
【０１３４】
　（実施の形態２）
　実施の形態１では、人体は受熱せず放熱のみを行うとして人体放熱量を推定する場合に
ついて説明した。実施の形態２では、日射などにより人体が受熱することを考慮した人体
放熱量を推定する場合の例について説明する。実施の形態２における空気調和機１０Ｅ（
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不図示）は、実施の形態１の空気調和機１０と比較して演算部の構成が異なるので、以下
では演算部の構成について説明する。
【０１３５】
　［演算部の構成］
　図２３は、実施の形態２における空気調和機の演算部の構成の一例を示す図である。図
２４は、実施の形態２における受熱量算出部の構成の一例を示す図である。なお、図５と
同様の要素には同一の符号を付しており、詳細な説明は省略する。
【０１３６】
　図２３に示す演算部１３Ｅは、図５に示す演算部１３と比較して、受熱量算出部２３３
の構成が追加され、放熱量推定部１３７Ｅの構成が異なる。
【０１３７】
　受熱量算出部２３３は、例えば図２４に示すように、日射面積算出部２３３１と、日射
光量推定部２３３２と、受熱量計算部２３３３とを備え、人が受ける熱量である受熱量を
算出する。なお、本実施の形態では、人が受ける熱量である受熱量は日射による人の受熱
量であるとして説明する。日射による人の受熱量は、以下の式５で表すことができる。
【０１３８】
　（日射による受熱量）∝（日射光量）×（着衣吸収率）×（日射面積）　　　（式５）
【０１３９】
　日射面積算出部２３３１は、人に日射される部分の面積（日射面積）を算出する。日射
光量推定部２３３２は、人に対する日射光量を推定する。受熱量計算部２３３３は、日射
光量推定部２３３２で推定された日射光量と日射面積算出部２３３１で算出された面積と
、人の着衣吸収率とを用いて受熱量を算出する。
【０１４０】
　ここで、図２５および図２６を用いて、人５０Ａが受ける熱量である受熱量の算出方法
の一例について説明する。図２５は、実施の形態２における人が受熱する様子の一例を示
す図である。図２６は、実施の形態２における日射センサが取り付けられる位置の一例を
示す図である。図２５では、人５０Ａが車などの車両の座席４０に座っており、フロント
ガラスなどの窓から領域３０に日光が当たっている様子が示されている。また、図２５に
示す場面では、実施の形態２における空気調和機１０Ｅは、車両の空調機に搭載されてお
り、図２６に示す日射センサ３１と有線または無線で接続されている。
【０１４１】
　日射センサ３１は、例えば図２６に示すように車両のドアのウインドガラス下すなわち
ドアトリムの上辺部（上縁部）に配置され、日射量を検知する。これにより、空気調和機
１０Ｅは、日射センサ３１が検知した日射量を取得することができる。
【０１４２】
　日射光量推定部２３３２は、日射センサ３１により取得した日射量に基づいて、人に対
する日射光量を推定する。図２５に示す場合では、日射光量推定部２３３２は、日射セン
サ３１により取得した日射量を人５０Ａに対する日射光量として推定する。日射面積算出
部２３３１は、人に日射される部分の面積（日射面積）として、領域３０の面積を算出す
る。ここで、日射面積算出部２３３１は、熱画像取得部１１から取得した人５０Ａを含む
熱画像に基づいて領域３０の面積を算出するとしてもよい。この場合、日射面積算出部２
３３１は、人５０Ａを含む熱画像において、人５０Ａと認識される領域のうち人５０Ａの
表面温度よりも高くなっている部分を領域３０として領域３０の面積を算出することがで
きる。なお、日射面積算出部２３３１は、当該車両のバックミラー等に搭載されている可
視カメラが取得した画像に基づいて、その輝度等から領域３０の面積を算出するとしても
よい。
【０１４３】
　また、受熱量計算部２３３３は、当該車両のバックミラー等に搭載されている可視カメ
ラが取得した画像のＲＧＢ値に基づいて、人５０Ａの着衣反射率を推定することができる
。ここで、人５０Ａの着衣吸収率＝（１－人５０Ａの着衣反射率）の関係があるので、受
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熱量計算部２３３３は、人５０Ａの着衣吸収率を計算することができる。なお、受熱量計
算部２３３３は、当該車両の車内灯点灯時に可視カメラが取得した画像のＲＧＢ値に基づ
いて、人５０Ａの着衣反射率を推定するとしてもよい。当該車両の車内灯点灯の発光スペ
クトルは予め分かるので、より正確に着衣反射率がわかるという効果を奏するからである
。
【０１４４】
　また、受熱量計算部２３３３は、着衣反射率を例えば５０％として計算するとしてもよ
い。着衣反射率は、着衣の色にも依存するものの通常４０％～６０％の範囲内と計算され
るため、５０％として計算しても大きな誤差は生じないからである。もちろん５０％前後
であれば、どのあたりに設定しても構わない。
【０１４５】
　このようにして、受熱量計算部２３３３は、日射光量推定部２３３２で推定された日射
光量と日射面積算出部２３３１で算出された領域３０の面積と、推定した人５０Ａの着衣
吸収率とを用いて人５０Ａの受熱量を算出することができる。
【０１４６】
　放熱量推定部１３７Ｅは、対流熱伝達率算出部１３６により算出された対流熱伝達率と
、対象空間６０内の人５０Ａ以外の領域の温度である周囲温度と、温度算出部１３０によ
り算出された人５０Ａの表面温度と、受熱量算出部２３３により推定された受熱量とを用
いて人５０Ａの人体放熱量を推定する。
【０１４７】
　ここで、人体が受熱することを考慮した人体放熱量の推定方法について説明する。
【０１４８】
　当該人体放熱量は、人の受熱量αを用いて以下の式６で表すことができる。
【０１４９】
　Ｈ´［Ｗ／ｍ２］＝Ｒ+Ｃ+Ｋ+Ｅｓｋ+Ｅｒｅｓ+Ｃｒｅｓ－α　　　（式６）
【０１５０】
　なお、Ｈは人体放熱量を示す。Ｒは人体からの放射、Ｃは対流（人体から空気への熱伝
達）、Ｋは伝導、Ｅｓｋは人体の皮膚からの水分蒸発、Ｅｒｅｓは人体の呼気の水分蒸発
、Ｃｒｅｓは呼気の対流を示す。また、ｈｒは放射熱伝達率、ｈｃは対流熱伝達率、Ｔｃ
ｌは人体の表面温度、Ｔｒは壁面温度、Ｔａは周囲温度を示す。
【０１５１】
　つまり、人体が受熱することを考慮した人体放熱量Ｈ´は、実施の形態１の人体放熱量
Ｈから人の受熱量αを引くことにより算出できる。
【０１５２】
　したがって、放熱量推定部１３７Ｅは、受熱量算出部２３３により推定された受熱量を
用いることで、実施の形態１と同様の方法により人５０Ａの人体放熱量を推定することが
できる。
【０１５３】
　［実施の形態２の効果等］
　以上のように、実施の形態２の空気調和機１０Ｅでは、さらに日射などによる受熱量を
推定することで、日射による受熱の影響も踏まえた人体放熱量を推定することができる。
これにより、空気調和機１０Ｅは、人が日射下にいる場合でも人の温冷感をより高精度に
推定することができるので、高精度に推定した人の温冷感に基づいて、当該人にとってよ
り快適な環境温度となるように対象空間の空調制御を行うことができる。
【０１５４】
　なお、実施の形態２では、空気調和機１０Ｅは車に搭載される場合の例を説明したがそ
れに限らない。日射などで人体が受熱する可能性のある部屋の空調機器に搭載してもよい
し、電車などの空調機器に搭載されるとしてもよい。
【０１５５】
　また、日射センサは、図２６に示すドアトリムの上辺部（上縁部）に配置される場合に
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限られない。例えば、図２７に示すように座席４０の人５０Ａが隠さない位置であれば日
射センサを配置してもよい。図２７は、実施の形態２における日射センサが取り付けられ
る位置の別の一例を示す図である。
【０１５６】
　図２７に示すように、日射センサ３２は、座席４０の上端部すなわち人５０Ａが座った
場合の人５０Ａの肩よりも高い位置に配置することで、日射センサ３２を座席４０の人５
０Ａが隠さない位置に配置することができる。これにより、日射センサ３２は、人５０Ａ
のより近い位置に配置されるので、人５０Ａが受ける日射量により近い日射量を検知する
ことができる。
【０１５７】
　なお、日射センサを配置する位置は上記の例に限らない。日射センサを座席４０の人５
０Ａが隠さない位置として、座席４０のシートベルト（不図示）のフロントガラス側の面
に配置するとしてもよい。これにより、日射センサ３２は、人５０Ａのより近い位置に配
置されるので、人５０Ａが受ける日射量により近い日射量を検知することができる。
【０１５８】
　また、座席４０の人５０Ａが接触する領域に１または複数の温度センサを設け、それぞ
れが検知した温度を放熱量推定部１３７Ｅに送信するとしてもよい。人５０Ａが座席４０
に着席することで、人５０Ａが接触する領域が実施の形態１の足裏の部位と比較して大き
くなり（式６）の伝導Ｋによる放熱量の影響が大きくなるからである。これにより、放熱
量推定部１３７Ｅ人５０Ａが着席中の人５０Ａが接触する領域の温度変動や着座後の時間
から当該接触する領域への伝導による放熱量を推定することができる。つまり、日射によ
る受熱の影響に加えても人５０Ａが接触する領域から伝導Ｋによる放熱量を踏まえてより
正確に推定することができる。
【０１５９】
　（変形例１）
　図２８は、実施の形態２の変形例１における空気調和機１０Ｅが推定する車両の窓の開
度の一例を示す図である。
【０１６０】
　例えば図２８に示すように車両の窓３３が開いた状態で車両が走行している場合、人５
０Ａの人体放熱量は、空気調和機１０Ｅからの送風に加えて、開いた窓３３からの風３４
の影響も受ける。この場合、演算部１３Ｅは、さらに、熱画像取得部１１が取得した熱画
像から、車両の窓３３の開度を推定すればよい。そして、演算部１３Ｅは、例えば車両の
運転速度から人５０Ａの周囲の風速を推定し、推定した窓３３の開度から人５０Ａに当た
っている風の面積を推定するとしてもよい。
【０１６１】
　このように、本変形例によれば、空気調和機１０Ｅは、車両の窓３３の開度により人５
０Ａに当たる風速と面積とを踏まえて人体放熱量を推定することができる。これにより、
空気調和機１０Ｅは、車両の窓３３が開いた状態で車両が走行している場合でも人の温冷
感をより高精度に推定することができるので、高精度に推定した人の温冷感に基づいて、
人５０Ａにとってより快適な環境温度となるように対象空間の空調制御を行うことができ
る。
【０１６２】
　なお、空気調和機１０Ｅは、推定した人５０Ａの温冷感に基づいて、ルーバ等の制御を
する代わりに、自動で窓３３を開閉することで対象空間の空調制御を行うとしてもよい。
【０１６３】
　これにより、窓３３の開度を踏まえて、対象空間の空調制御を行うことだけでなく、自
然の風も取り込むことで、空気調和機１０Ｅ等の省エネにもなり、さらに車両内の酸素濃
度低下も抑制でき、眠気を防止できる効果を奏する。
【０１６４】
　（変形例２）
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　図２９は、実施の形態２の変形例２におけるサーモカメラ３５が設置される位置の一例
を示す図である。
【０１６５】
　例えば図２９に示すようにサーモカメラ３５を車両の助手席側（人５０Ａの座席４０と
反対側の座席４１側）に設置し、人５０Ａの側面を撮影することで人５０Ａの側面の熱画
像を取得してもよい。ここで、このサーモカメラ３５は、熱画像取得部１１であってもよ
いし、熱画像取得部１１とは別に設置されるものであってもよい。これにより、狭い車両
内であっても画角をかせぐことができるので、人領域温度算出部１３１は、当該熱画像の
人５０Ａと認識された領域（人領域）の平均温度（平均皮膚温度）をより精度よく算出す
ることができる。
【０１６６】
　このように、本変形例によれば、車両内に設置される空気調和機１０Ｅであっても、周
囲温度と平均温度とをより精度よく算出することができるので、より高精度に人体放熱量
を推定することができる。これにより、本変形例の空気調和機１０Ｅは、人の温冷感を高
精度に推定することができるので、推定した高精度な人の温冷感に基づいて、当該人にと
ってより快適な環境温度となるように対象空間の空調制御を行うことができる。
【０１６７】
　（変形例３）
　図３０は、実施の形態２の変形例３における非接触温度センサが設置される位置の一例
を示す図である。
【０１６８】
　例えば図３０に示すように、非接触温度センサを車両のダッシュボード付近（例えば位
置３６）などやハンドルの中央付近（例えば位置３７）等に配置し、人５０Ａの下肢部の
皮膚温を測定してもよい。そして、人領域温度算出部１３１は、非接触温度センサが測定
した下肢部の温度を、人５０Ａの表面温度（平均皮膚温度：Ｔｃｌ）としてもよい。人の
大腿部の温度は、人の平均皮膚温度に近いとされているからである。
【０１６９】
　このように、本変形例によれば、空気調和機１０Ｅは、人５０Ａの表面温度（平均皮膚
温度）を全身の熱画像から算出せず、下肢温度で代用することで、簡易的に人５０Ａの人
体放熱量を推定することができる。これにより、本変形例の空気調和機１０Ｅは、車両内
に設置されていても、簡易に高精度で人５０Ａの温冷感を推定することができる。本変形
例の空気調和機１０Ｅは、推定した高精度な人の温冷感に基づいて、人５０Ａにとってよ
り快適な環境温度となるように対象空間の空調制御を行うことができる。
【０１７０】
　なお、人５０Ａの下肢部の温度を測定する方法としては、上記の場合に限らない。例え
ば、座席４０の座面に温度計を配置し、人５０Ａの大腿部裏面の温度を測定してもよい。
なお、この場合、人５０Ａの大腿部裏面は座席４０の座面と接触しているので、人５０Ａ
の表面温度（平均皮膚温度）よりも高い温度で測定される場合も考えられる。この場合に
は、温度計が測定した温度から、人５０Ａの大腿部裏面と座席４０の座面と接触による温
度上昇分を減じるなどの補正を行えばよい。
【０１７１】
　（変形例４）
　図３１は、実施の形態２の変形例４における湿度計が設置される位置の一例を示す図で
ある。
【０１７２】
　例えば図３１に示すように、座席４０の座面（例えば位置３８）に湿度計を設置し、人
５０Ａの発汗度を検出するとしてもよい。
【０１７３】
　これにより、本変形例の空気調和機１０Ｅは、湿度計の検出結果に基づいて、人５０Ａ
の湿度の急上昇により発汗を検出することができる。
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【０１７４】
　したがって、本変形例の空気調和機１０Ｅは、人５０Ａの温冷感を推定するのに加えて
、湿度計の検出結果に基づいて、人５０Ａの座席４０の座り心地を推定することができる
。
【０１７５】
　なお、本実施の形態では例として車載用途を説明したがこれに限定するものではない。
例えば列車内や飛行機内、日射屋外の日射環境下でのスポット空調や屋内であっても日射
の取り込みの多い部屋への適用等も考えられる。
【０１７６】
　以上、本発明の一つまたは複数の態様に係る空気調和機およびその温冷感推定方法につ
いて、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるもので
はない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施
したものや、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、本発
明の一つまたは複数の態様の範囲内に含まれてもよい。例えば、以下のような場合も本発
明に含まれる。
【０１７７】
　（１）上記の実施の形態では、温度センサ、熱画像取得部、演算部および制御部を少な
くとも備える空気調和機について説明した。しかし、熱画像取得部、演算部等、空気調和
機の構成要素の一部をソフトウェアとして別個の構成とすることも可能である。この場合
、当該ソフトウェアを処理する主体は、空気調和機の演算部であってもよいし、ＰＣ（パ
ーソナルコンピュータ）やスマートホン等に含まれる演算部であってもよいし、当該空気
調和機とネットワークを介して接続されるクラウドサーバ等であってもよい。また、熱画
像取得部、演算部など、一部の構成を、空気調和機とは別個の構成としてもよい。すなわ
ち少なくとも上記の実施の形態に記載された熱画像取得部と、演算部とを備えたセンサシ
ステムとしてもよい。
【０１７８】
　（２）上記の各装置は、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードデ
ィスクユニット、ディスプレイユニット、キーボード、マウスなどから構成されるコンピ
ュータシステムである。前記ＲＡＭまたはハードディスクユニットには、コンピュータプ
ログラムが記憶されている。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュータプログラムに
したがって動作することにより、各装置は、その機能を達成する。ここでコンピュータプ
ログラムは、所定の機能を達成するために、コンピュータに対する指令を示す命令コード
が複数個組み合わされて構成されたものである。
【０１７９】
　（３）上記の各装置を構成する構成要素の一部または全部は、１個のシステムＬＳＩ（
Large Scale Integration：大規模集積回路）から構成されているとしてもよい。システ
ムＬＳＩは、複数の構成部を１個のチップ上に集積して製造された超多機能ＬＳＩであり
、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを含んで構成されるコンピュー
タシステムである。前記ＲＡＭには、コンピュータプログラムが記憶されている。前記マ
イクロプロセッサが、前記コンピュータプログラムにしたがって動作することにより、シ
ステムＬＳＩは、その機能を達成する。
【０１８０】
　（４）上記の各装置を構成する構成要素の一部または全部は、各装置に脱着可能なＩＣ
カードまたは単体のモジュールから構成されているとしてもよい。前記ＩＣカードまたは
前記モジュールは、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどから構成されるコンピュー
タシステムである。前記ＩＣカードまたは前記モジュールは、上記の超多機能ＬＳＩを含
むとしてもよい。マイクロプロセッサが、コンピュータプログラムにしたがって動作する
ことにより、前記ＩＣカードまたは前記モジュールは、その機能を達成する。このＩＣカ
ードまたはこのモジュールは、耐タンパ性を有するとしてもよい。
【０１８１】
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　（５）本開示は、上記に示す方法であるとしてもよい。また、これらの方法をコンピュ
ータにより実現するコンピュータプログラムであるとしてもよいし、前記コンピュータプ
ログラムからなるデジタル信号であるとしてもよい。
【０１８２】
　また、本開示は、前記コンピュータプログラムまたは前記デジタル信号をコンピュータ
で読み取り可能な記録媒体、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商
標）　Ｄｉｓｃ）、半導体メモリなどに記録したものとしてもよい。また、これらの記録
媒体に記録されている前記デジタル信号であるとしてもよい。
【０１８３】
　また、本開示は、前記コンピュータプログラムまたは前記デジタル信号を、電気通信回
線、無線または有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク、データ放送等
を経由して伝送するものとしてもよい。
【０１８４】
　また、本開示は、マイクロプロセッサとメモリを備えたコンピュータシステムであって
、前記メモリは、上記コンピュータプログラムを記憶しており、前記マイクロプロセッサ
は、前記コンピュータプログラムにしたがって動作するとしてもよい。
【０１８５】
　また、前記プログラムまたは前記デジタル信号を前記記録媒体に記録して移送すること
により、または前記プログラムまたは前記デジタル信号を、前記ネットワーク等を経由し
て移送することにより、独立した他のコンピュータシステムにより実施するとしてもよい
。
【０１８６】
　（６）上記実施の形態及び上記変形例をそれぞれ組み合わせるとしてもよい。
【０１８７】
　本開示は、センシング方法、センシングシステムおよびそれらを備える空調機器に利用
でき、特に、ペットエアコン、見守りエアコン、健康エアコン等の空調機器に搭載される
センシング方法、センシングシステムおよびそれらを備える空調機器に利用可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１８８】
　本発明は、対象空間の空調制御を行う空気調和機およびその温冷感推定方法に利用でき
、特に、車両の空調機器やオフィスでの個別空調機器に設置され、対象空間内の人の温冷
感に基づいて対象空間の空調制御を行う空気調和機およびその温冷感推定方法に利用可能
である。
【符号の説明】
【０１８９】
　１０、１０Ｄ、１０Ｅ　空気調和機
　１１　熱画像取得部
　１２　温度センサ
　１３、１３Ａ、１３Ｂ、１３Ｃ、１３Ｅ　演算部
　１４　制御部
　１５　通信機器
　２０　扇風機
　３０　領域
　３１、３２　日射センサ
　３３　窓
　３４　風
　３５　サーモカメラ
　３６、３７、３８　位置
　４０、４１　座席
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　５０、５０Ａ　人
　５０ａ　上着
　５０ｂ　ズボン
　６０　対象空間
　６１、６１ａ　床
　６２、６２ａ　壁
　１３０、１３０Ｂ、１３０Ｃ　温度算出部
　１３１、１３１Ｃ　人領域温度算出部
　１３２　人周囲温度算出部
　１３３　人位置推定部
　１３４、１３４Ａ、１３４Ｂ、１３４Ｃ　記憶部
　１３５、１３５Ａ、１３５Ｃ　風速推定部
　１３６　対流熱伝達率算出部
　１３７、１３７Ｂ、１３７Ｅ　放熱量推定部
　１３８　温冷感推定部
　１３９　風温推定部
　２０１　ＬＥＤ部
　２３３　受熱量算出部
　２３３１　日射面積算出部
　２３３２　日射光量推定部
　２３３３　受熱量計算部
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